
 

 

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部

改
正
） 

第
五
十
八
条 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
 

単
位
数
表
 

別
表
 

単
位
数
表
 

１
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
 
１
週
当
た
り
の
標
準
的
な
回
数
を
定
め
る
場
合
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
１
週
に
１
回
程
度
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,176

単
位
 

⑵
 
１
週
に
２
回
程
度
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,349

単
位
 

⑶
 
１
週
に
２
回
を
超
え
る
程
度
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 

 
3,727

単
位
 

ロ
 
１
月
当
た
り
の
回
数
を
定
め
る
場
合
（
１
回
に
つ
き
）
 

⑴
 
標
準
的
な
内
容
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
場
合
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
287

単
位
 

⑵
 
生
活
援
助
が
中
心
で
あ
る
場
合
 

㈠
 
所
要
時
間
2
0分

以
上

45分
未
満
の
場
合
 
 
 
 
 
 

 
179単

位
 

㈡
 
所
要
時
間
4
5分

以
上
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
220単

位
 

⑶
 
短
時
間
の
身
体
介
護
が
中
心
で
あ
る
場
合
 
 
 
 
 
 

 
163

単
位
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

１
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,176単

位
 

   ロ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,349単

位
 

      ハ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅲ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,727単

位
 

ニ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅳ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
268単

位
 

ホ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅴ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
272単

位
 

ヘ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅵ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
287単

位
 

ト
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
（
短
時
間
サ
ー
ビ
ス
）

 
 
 
 
 
 
 
167単

位
 

注
１

 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
指
定

相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
相

当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
訪
問
介
護

員
等
（
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
計
画
（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
1
4条

に
規
定

す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
位
置
付

け
ら
れ
た
標
準
的
な
回
数
又
は
内
容
で
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を

算
定
す
る
。
 

注
１

 
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
指
定

相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
相

当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
訪
問
介
護

員
等
（
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
つ
い
て
は
１
月
に
つ
き
、
ニ
か
ら

ト
ま
で
に
つ
い
て
は
１
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定

す
る
。
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（
削
る
）
 

イ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅰ
) 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
８

条
の
２
第
16
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
い
、

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

83条
の
９
第
１
号
ハ
及
び
ニ
に
規
定
す

る
計
画
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
お
い
て
１

週
に
１
回
程
度
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
た

事
業
対
象
者
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

140
条
の

62
の
４
第
２

号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
要
支
援
状
態
区
分

が
要
支
援
１
若
し
く
は
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
指
定
相
当

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
 

（
削
る
）
 

ロ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ
) 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
ケ
ア

プ
ラ
ン
に
お
い
て
１
週
に
２
回
程
度
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ

ス
が
必
要
と
さ
れ
た
事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支

援
１
若
し
く
は
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
指
定
相
当
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
 

（
削
る
）
 

ハ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅲ
) 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
ケ
ア

プ
ラ
ン
に
お
い
て
１
週
に
２
回
を
超
え
る
程
度
の
指
定
相
当
訪
問

型
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
た
事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区

分
が
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
た
場
合
 

（
削
る
）
 

ニ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅳ
) 

事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区
分

が
要
支
援
１
若
し
く
は
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
１
月
の

中
で
全
部
で
４
回
以
下
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た

場
合
 

（
削
る
）
 

ホ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅴ
) 

事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区
分

が
要
支
援
１
若
し
く
は
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
１
月
の

中
で
全
部
で
５
回
以
上
８
回
以
下
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
た
場
合
 

（
削
る
）
 

ヘ
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅵ
) 

事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区
分

が
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
１
月
の
中
で
全
部
で
９
回
以

上
12
回
以
下
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
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（
削
る
）
 

ト
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
（
短
時
間
サ
ー
ビ
ス
）

 
事
業
対
象
者
又

は
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
１
若
し
く
は
要
支
援
２
で
あ
る
者

に
対
し
て
、
身
体
介
護
（
利
用
者
の
身
体
に
直
接
接
触
し
て
行
う

介
助
並
び
に
こ
れ
を
行
う
た
め
に
必
要
な
準
備
及
び
後
始
末
並
び

に
利
用
者
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
の
向
上
等
の
た

め
の
介
助
及
び
専
門
的
な
援
助
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
中
心

で
あ
り
、
か
つ
、
１
月
の
中
で
全
部
で

22
回
以
下
の
指
定
相
当
訪

問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合

 

２
 
ロ
に
つ
い
て
は
、
１
月
に
つ
き
、
イ
⑶
に
掲
げ
る
単
位
数
の
範
囲

で
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。

 

（
新
設
）
 

３
 
ロ
⑵
に
つ
い
て
は
、
単
身
の
世
帯
に
属
す
る
利
用
者
又
は
家
族
若

し
く
は
親
族
（
以
下
「
家
族
等
」
と
い
う
。
）
と
同
居
し
て
い
る
利

用
者
で
あ
っ
て
、
当
該
家
族
等
の
障
害
、
疾
病
等
の
理
由
に
よ
り
、

当
該
利
用
者
又
は
当
該
家
族
等
が
家
事
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

も
の
に
対
し
て
、
生
活
援
助
（
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
の
援

助
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
生
ず
る
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
が
中
心
で

あ
る
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
現
に
要
し
た

時
間
で
は
な
く
、
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
第
4
0
条
第
２
号
に
規
定
す
る
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
計
画
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
内
容
の
指
定
相
当
訪
問

型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
所
定
単
位
数
を

算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

４
 
ロ
⑶
に
つ
い
て
は
、
身
体
介
護
（
利
用
者
の
身
体
に
直
接
接
触
し

て
行
う
介
助
並
び
に
こ
れ
を
行
う
た
め
に
必
要
な
準
備
及
び
後
始
末

並
び
に
利
用
者
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
の
向
上
等
の

た
め
の
介
助
及
び
専
門
的
な
援
助
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
中
心

で
あ
る
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
所
定
単
位
数

を
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
 

５
 
イ
並
び
に
ロ
⑴
及
び
⑶
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

22
条
の
2
3
第
１
項
に
規
定
す
る
生
活
援
助
従
事
者
研
修
課
程
の
修
了

２
 
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
22
条
の

23
第
２
項
に
規
定
す
る
生
活
援

助
従
事
者
研
修
課
程
の
修
了
者
が
身
体
介
護
に
従
事
し
た
場
合
は
、
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者
が
身
体
介
護
に
従
事
し
た
場
合
は
、
当
該
月
に
お
い
て
算
定
し
な

い
。
 

当
該
月
に
お
い
て
算
定
し
な
い
。
 

６
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

７
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

８
 
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の

敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
し
く
は
指
定
相
当
訪

問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
同
一
の
建
物
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「

同
一
敷
地
内
建
物
等
」
と
い
う
。
）
に
居
住
す
る
利
用
者
（
指
定
相

当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利
用
者
が
同

一
敷
地
内
建
物
等
に
50
人
以
上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者

を
除
く
。
）
又
は
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
１

月
当
た
り
の
利
用
者
が
同
一
の
建
物
に

2
0
人
以
上
居
住
す
る
建
物
（

同
一
敷
地
内
建
物
等
を
除
く
。
）
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
、

指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
所
定
単
位
数
の

10
0
分
の

9
0
に
相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利
用
者
が
同
一
敷
地
内
建

物
等
に
5
0
人
以
上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
、

指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
回
に
つ
き
所
定

単
位
数
の

10
0
分
の

8
5
に
相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し

、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
指
定
相
当
訪
問

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、
同
一
敷
地
内
建
物
等
に
居
住
す
る
利
用
者

（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利

用
者
が
同
一
敷
地
内
建
物
等
に

5
0
人
以
上
居
住
す
る
建
物
に
居
住
す

る
利
用
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
た
場
合
は
、
１
回
に
つ
き
所
定
単
位
数
の

100
分
の

88
に
相
当

す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

３
 
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の

敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
し
く
は
指
定
相
当
訪

問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
同
一
の
建
物
（
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
「

同
一
敷
地
内
建
物
等
」
と
い
う
。
）
に
居
住
す
る
利
用
者
又
は
指
定

相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
利
用
者
が

同
一
の
建
物
に
20
人
以
上
居
住
す
る
建
物
（
同
一
敷
地
内
建
物
等
を

除
く
。
）
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の

90
に
相
当
す
る

単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

９
～
1
2 

（
略
）
 

４
～
７
 
（
略
）
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1
3
 
イ
に
つ
い
て
、
利
用
者
が
一
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
に
お
い
て
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
は
、
当

該
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
以
外
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
が
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
算
定
し
な
い
。
 

８
 
利
用
者
が
一
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
指

定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
は
、
当
該
指
定
相
当
訪

問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
以
外
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

が
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
訪
問
型
サ
ー
ビ

ス
費
は
、
算
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
複
数
の
指
定
相
当
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
い
ず
れ
も
ニ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
算
定

に
係
る
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

ハ
 
初
回
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200単

位
 

注
 
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
新
規
に
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
た
利
用
者
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
サ

ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
に
相
当
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
初
回

若
し
く
は
初
回
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
日
の
属
す
る

月
に
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
指
定
相
当

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
そ
の
他
の
訪
問
介
護
員
等
が
初
回
若
し
く

は
初
回
の
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
指

定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
際
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
同

行
し
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

チ
 
初
回
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200単

位
 

注
 
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
新
規
に
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
計
画
（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第

40条
第
２
号
に

規
定
す
る
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し

た
利
用
者
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
（
指
定
相
当
訪
問
型
サ

ー
ビ
ス
等
基
準
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
に

相
当
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
初
回
若
し
く
は
初
回
の
指
定

相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
指
定
相
当
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
又
は
当
該
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
の
そ
の
他
の
訪
問
介
護
員
等
が
初
回
若
し
く
は
初
回
の
指
定
相
当
訪

問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
た
際
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
同
行
し
た
場
合
は
、
１
月

に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ニ
 
（
略
）
 

リ
 
（
略
）
 

ホ
 
口
腔 く

う連
携
強
化
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50
単
位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
が
、
口
腔 く

うの
健
康
状
態
の
評
価
を
実
施
し

た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
歯
科
医
療
機
関
及
び
担

当
職
員
（
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指

定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方

法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
1
8年

厚
生
労
働
省
令
第
3
7
号
）
第
２
条
第
１

（
新
設
）
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項
に
規
定
す
る
担
当
職
員
を
い
う
。
）
、
介
護
支
援
専
門
員
（
同
条
第

２
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。
）
又
は
第
一
号
介
護
予

防
支
援
事
業
（
法
第

115
条
の

45
第
１
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一

号
介
護
予
防
支
援
事
業
を
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
当
該
評

価
の
結
果
の
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
き
は
、
口
腔 く

う連
携
強
化
加
算
と
し

て
、
１
月
に
１
回
に
限
り
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

ヘ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31日

ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
137

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
100

に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
55に

相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

 

（
削
る
）
 

ヌ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月
31日

ま
で
の
間
（
⑷

及
び
⑸
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
３
月

31日
ま
で
の
間
）
、
次
に
掲
げ

る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず

れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の

他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
137に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
100に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
000分

の
55に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ) 
⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

100
分
の

90に
相
当
す
る
単
位
数

 

⑸
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ) 
⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

100
分
の

80に
相
当
す
る
単
位
数

 

ト
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

ル
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
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る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1000分

の
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

チ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
24に

相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

ヲ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

24に
相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

２
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
 
１
週
当
た
り
の
標
準
的
な
回
数
を
定
め
る
場
合
（
１
月
に
つ
き
）
 

⑴
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
１

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,798

単
位
 

⑵
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,621

単
位
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

ロ
 
１
月
当
た
り
の
回
数
を
定
め
る
場
合
（
１
回
に
つ
き
）
 

⑴
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
１

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
436

単
位
 

⑵
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
447

単
位
 

２
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

⑴
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
１
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 

 
1,672単

位
 

⑵
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
２
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 

 
3,428単

位
 

⑶
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
１
（
１
回
に
つ
き
）

 
 
 
 

 
 
384単

位
 

⑷
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
２
（
１
回
に
つ
き
）

  
 
 
 
 

395単
位
 

（
新
設
）
 

注
１

 
看
護
職
員
（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
4
8
条
第
２
号

に
規
定
す
る
看
護
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
職
員
の

員
数
を
置
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に

注
１

 
看
護
職
員
（
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
4
8条

第
２
号

に
規
定
す
る
看
護
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
職
員
の

員
数
を
置
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
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よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
同
条
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場

合
に
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
標
準
的
な
回

数
又
は
内
容
で
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、

利
用
者
の
数
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
の
員
数
が
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

 

（
削
除
）
 

 

 

（
削
除
）
 

 

 

（
削
除
）
 

 

 

（
削
除
）
 

よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
同
条
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場

合
に
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
⑴
及
び
⑵
に
つ
い
て
は
１
月
に

つ
き
、
⑶
及
び
⑷
に
つ
い
て
は
１
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
単
位

数
を
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
数
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は

介
護
職
員
の
員
数
が
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
場
合
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す

る
。
 

⑴
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
１

 
事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区

分
が
要
支
援
１
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
た
場
合
 

⑵
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
２

 
事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区

分
が
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
た
場
合
 

⑶
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
１

 
事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区

分
が
要
支
援
１
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
１
月
の
中
で
全
部
で
４
回

以
下
の
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
 

⑷
 
事
業
対
象
者
・
要
支
援
２

 
事
業
対
象
者
又
は
要
支
援
状
態
区

分
が
要
支
援
２
で
あ
る
者
に
対
し
て
、
１
月
の
中
で
全
部
で
５
回

以
上
８
回
以
下
の
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
 

２
 
利
用
者
が
事
業
対
象
者
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

1
40
条
の

6
2

の
４
第
２
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
お
い
て
、
１
週
に
１
回
程
度
の
指
定
相
当

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
イ
⑴
又
は
ロ

⑴
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
、
１
週
に
２
回
程
度
又
は
２
回
を
超
え

る
程
度
の
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
た
場
合
に
つ

い
て
は
イ
⑵
又
は
ロ
⑵
に
掲
げ
る
所
定
単
位
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定

す
る
。
 

（
新
設
）
 

３
 
ロ
⑴
に
つ
い
て
は
、
１
月
に
つ
き
４
回
、
ロ
⑵
に
つ
い
て
は
、
１

月
に
８
回
を
限
度
と
し
て
、
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
。
 

（
新
設
）
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４
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

５
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

６
・
７
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

８
 
イ
に
つ
い
て
、
利
用
者
が
一
の
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
に
お
い
て
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
は
、
当

該
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
以
外
の
指
定
相
当
通
所
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
が
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
算
定
し
な
い
。
 

４
 
利
用
者
が
一
の
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
指

定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
は
、
当
該
指
定
相
当
通

所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
以
外
の
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

が
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に
、
通
所
型
サ
ー
ビ

ス
費
は
、
算
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
複
数
の
指
定
相
当
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
い
ず
れ
も
イ
⑶
又
は
⑷
の
算
定
に
係
る
指
定
相

当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

９
 
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者

又
は
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
同
一
建
物
か
ら
当
該
指

定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
通
う
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通

所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
１

月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
た

だ
し
、
傷
病
に
よ
り
一
時
的
に
送
迎
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

利
用
者
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
送
迎
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
利
用
者
に
対
し
て
送
迎
を
行
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

⑴
 
イ
⑴
を
算
定
し
て
い
る
場
合
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 376

単
位
 

⑵
 
イ
⑵
を
算
定
し
て
い
る
場
合
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 752

単
位
 

⑶
 
ロ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
（
１
回
に
つ
き
）
 
 
 
 

94
単
位
 

５
 
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者

又
は
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
同
一
建
物
か
ら
当
該
指

定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
通
う
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通

所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
１

月
に
つ
き
次
の
単
位
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
た
だ
し
、
傷

病
に
よ
り
一
時
的
に
送
迎
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
利
用
者
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
送
迎
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
利
用
者
に
対
し
て
送
迎
を
行
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 ⑴
 
イ
⑴
又
は
⑶
を
算
定
し
て
い
る
場
合
 
 
 
 
 
 
 376単

位
 

⑵
 
イ
⑵
又
は
⑷
を
算
定
し
て
い
る
場
合
 
 
 
 
 
 
 752単

位
 

（
新
設
）
 

1
0
 
利
用
者
に
対
し
て
、
そ
の
居
宅
と
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
と
の
間
の
送
迎
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
片
道
に
つ
き
47
単
位
（

イ
⑴
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
１
月
に
つ
き

376
単
位
を
、
イ
⑵
を

算
定
し
て
い
る
場
合
は
１
月
に
つ
き

75
2
単
位
を
限
度
と
す
る
。
）

を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
９
を
算
定
し
て
い
る

（
新
設
）
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場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

ハ
 
生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー
プ
活
動
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100単

位
 

注
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
い
、
か
つ
、
利
用
者
の
生
活

機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て
共
通
の
課
題
を
有
す
る
複
数
の
利
用
者
か

ら
な
る
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
日
常
生
活
上
の
支
援
の
た
め

の
活
動
（
以
下
「
生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー
プ
活
動
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う

。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
月
中
に
利
用
者
に
対
し
、
栄
養
改
善

加
算
、
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算
又
は
一
体
的
サ
ー
ビ
ス
提
供
加
算
の
い
ず

れ
か
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

ロ
 
生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー
プ
活
動
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100単

位
 

注
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
い
、
か
つ
、
利
用
者
の
生
活

機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て
共
通
の
課
題
を
有
す
る
複
数
の
利
用
者
か

ら
な
る
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
日
常
生
活
上
の
支
援
の
た
め

の
活
動
（
以
下
「
生
活
機
能
向
上
グ
ル
ー
プ
活
動
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う

。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
月
中
に
利
用
者
に
対
し
、
運
動
器
機

能
向
上
加
算
、
栄
養
改
善
加
算
、
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算
又
は
選
択
的
サ

ー
ビ
ス
複
数
実
施
加
算
の
い
ず
れ
か
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
算
定

し
な
い
。
 

イ
～
ハ
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

ハ
 
運
動
器
機
能
向
上
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
225単

位
 

注
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
い
、
か
つ
、
利
用
者
の
運
動

器
の
機
能
向
上
を
目
的
と
し
て
個
別
的
に
実
施
さ
れ
る
機
能
訓
練
で
あ

っ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
態
の
維
持
又
は
向
上
に
資
す
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
（
以
下
「
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行

っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

イ
 
専
ら
機
能
訓
練
指
導
員
の
職
務
に
従
事
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
、
柔
道
整
復
師
、
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
又
は
き
ゅ
う
師
（
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師

に
つ
い
て
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護

職
員
、
柔
道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有

す
る
機
能
訓
練
指
導
員
を
配
置
し
た
事
業
所
で
６
月
以
上
勤
務
し
、

機
能
訓
練
指
導
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
（
以
下

こ
の
注
に
お
い
て
「
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
を
１
名
以
上
配

置
し
て
い
る
こ
と
。
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ロ
 
利
用
者
の
運
動
器
の
機
能
を
利
用
開
始
時
に
把
握
し
、
理
学
療
法

士
等
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て

、
運
動
器
機
能
向
上
計
画
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
。
 

ハ
 
利
用
者
ご
と
の
運
動
器
機
能
向
上
計
画
に
従
い
理
学
療
法
士
等
、

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
行

っ
て
い
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
運
動
器
の
機
能
を
定
期
的
に
記
録

し
て
い
る
こ
と
。
 

ニ
 
利
用
者
ご
と
の
運
動
器
機
能
向
上
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に

評
価
し
て
い
る
こ
と
。
 

ホ
 
利
用
者
の
数
又
は
看
護
職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
の
員
数
が
別
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
指
定
相

当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 

ニ
 
（
略
）
 

ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50単
位
 

注
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
理
栄
養
士
が
介
護
職

員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者
ご
と
の
低
栄
養
状
態

の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ

の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位

数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
又
は
一
体

的
サ
ー
ビ
ス
提
供
加
算
の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
る
間
及
び
当
該
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
は

、
算
定
し
な
い
。
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

ホ
 
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50単
位
 

注
 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老

健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
管
理
栄
養
士
が
介
護
職

員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利
用
者
ご
と
の
低
栄
養
状
態

の
リ
ス
ク
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ

の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
月
に
つ
き
所
定
単
位

数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
又
は
選
択

的
サ
ー
ビ
ス
複
数
実
施
加
算
の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
て
い
る
間
及
び
当
該
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る

月
は
、
算
定
し
な
い
。
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

ヘ
・
ト
 
（
略
）
 

チ
 
一
体
的
サ
ー
ビ
ス
提
供
加
算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
480単

位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型

チ
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
複
数
実
施
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
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サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
及
び
口

腔 く
う機

能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
い
ず
れ
も
実
施
し
た
場
合
に
、
１
月
に
つ
き

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
ヘ
又
は
ト
を
算
定
し
て
い
る
場

合
は
、
算
定
し
な
い
。
 

   

 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス

、
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
又
は
口
腔 く

う機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
複
数
の

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
た
場
合
に
、
１
月
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を

所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
運
動
器
機
能
向
上
加
算
、
栄
養

改
善
加
算
又
は
口
腔 く

う機
能
向
上
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
加
算
は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算

を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は

算
定
し
な
い
。
 

イ
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
複
数
実
施
加
算

(Ⅰ
) 

 
 
 
 
 
 
 480単

位
 

ロ
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
複
数
実
施
加
算

(Ⅱ
) 

 
 
 
 
 
 
 700単

位
 

（
削
る
）
 

リ
 
事
業
所
評
価
加
算
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120単
位
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し

、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
、
評
価
対
象
期
間
（
事
業
所
評
価
加
算
を

算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の

期
間
（
ハ
若
し
く
は
ヘ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
又
は
ト
の
注
に
掲
げ
る
別

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町

村
長
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
12
月
ま
で
の

期
間
）
を
い
う
。
）
の
満
了
日
の
属
す
る
年
度
の
次
の
年
度
内
に
限
り

１
月
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
 

リ
～
ヲ
 
（
略
）
 

ヌ
～
ワ
 
（
略
）
 

ワ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
５
月
31日

ま
で
の
間
、
次

に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

カ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
の

賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
、

利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当

該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
令
和
６
年
３
月
31日

ま
で
の
間
（
⑷

及
び
⑸
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
３
月

31日
ま
で
の
間
）
、
次
に
掲
げ

る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
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る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
5
9に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
4
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1
00
0分

の
2
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

 

（
削
る
）
 

れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の

他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ワ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
5
9に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ワ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
4
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ワ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た

単
位
数
の
1000分

の
2
3に

相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ) 
⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

100
分
の

90に
相
当
す
る
単
位
数

 

⑸
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ) 
⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

100
分
の

80に
相
当
す
る
単
位
数

 

カ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
12
に
相
当
す
る
単
位
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0分

の
10
に
相
当
す
る
単
位
 

ヨ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位

数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な

い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ワ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
000分

の
12に

相
当
す
る
単
位
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ワ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の
1
000分

の
10に

相
当
す
る
単
位
 

ヨ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が

タ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
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、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1
00
0分

の
11に

相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、

イ
か
ら
ワ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000分
の

11に
相
当
す
る

単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

３
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
 

イ
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 
4
42単

位
 

注
１

 
（
略
）
 

３
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
 

イ
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
（
１
月
に
つ
き
）
 
 
 
 
438単

位
 

注
 
（
略
）
 

２
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
高

齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分

の
１
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。

 

（
新
設
）
 

３
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
業

務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
と
し
て
、
所
定
単
位
数
の

100
分
の
１
に

相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
か
ら
減
算
す
る
。
 

（
新
設
）
 

ロ
 
初
回
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300単
位
 

注
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
所
（
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
新

規
に
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
（
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
所

が
作
成
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
８
条
の
２
第
16
項
に
規

定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
）
に
類
す
る
も
の
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
初
回
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ

き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

 

ロ
 
初
回
加
算
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300単
位
 

注
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
所
（
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
新

規
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
初
回
加
算
と
し
て
、
１
月
に
つ

き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。

 

ハ
 
委
託
連
携
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300単

位
 

注
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
所
が
利
用
者
に
提
供
す
る
介
護

予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
（
指
定
居
宅

介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

11年
厚

生
省
令
第
3
8号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
す
る
際
、
当
該
利
用
者
に
係
る

必
要
な
情
報
を
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
提
供
し
、
当
該
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
等

に
協
力
し
た
場
合
は
、
当
該
委
託
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
に
限
り

ハ
 
委
託
連
携
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300単

位
 

注
 
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
所
が
利
用
者
に
提
供
す
る
介
護

予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
（
指
定
居
宅

介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

11年
厚

生
省
令
第
38号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
す
る
際
、
当
該
利
用
者
に
係
る

必
要
な
情
報
を
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
提
供
し
、
当
該
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
等
に
協
力
し

た
場
合
は
、
当
該
委
託
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
に
限
り
、
利
用
者

１
人
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
。
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、
利
用
者
１
人
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。
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第
五
十
九
条 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表

 

単
位
数
表
 

別
表

 

単
位
数
表
 

１
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ホ
 
（
略
）
 

１
 
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ホ
 
（
略
）
 

ヘ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

24
5
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加

算
(Ⅱ

) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

22
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

18
2
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

14
5
に
相
当
す
る
単
位
数
 

ヘ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

137に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

100に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

55
に
相
当
す
る
単
位
数
 

２
 
令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合

す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を

算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相

（
新
設
）
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当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

2
21
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

2
08
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

2
00
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
87
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
84
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
6
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
58
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
39
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
21
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
18
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

1
00
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
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算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

7
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ト
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

63
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

42
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

チ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

24
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

２
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ヲ
 
（
略
）
 

２
 
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
 

イ
～
ヲ
 
（
略
）
 

ワ
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

 

注
１

 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

介
護
職
員
等

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局

長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

ワ
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が

定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
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を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

92
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

90
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

80
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅳ
) 

イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算

定
し
た
単
位
数
の

10
0
0
分
の

64
に
相
当
す
る
単
位
数
 

場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い

、
令
和
６
年
５
月

31
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

59
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

43
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅲ) 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し

た
単
位
数
の
1000

分
の

23
に
相
当
す
る
単
位
数
 

 

２
 
令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合

す
る
介
護
職
員
等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

を
行
っ
た

指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
注
１
の
加
算
を

算
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相

当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区

分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
加
算
は
算
定
し
な
い
。

 

⑴
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑴

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

8
1
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑵
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑵

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

7
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑶
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑶

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

7
9
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑷
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑷

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

7
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑸
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑸

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

（
新
設
）
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算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

6
5
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑹
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑹

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

6
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑺
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑺

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

5
6
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑻
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑻

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

6
9
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑼
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑼

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

5
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑽
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑽

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

4
5
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑾
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑾

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

5
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⑿
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⑿

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

4
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒀
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒀

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

4
4
に
相
当
す
る
単
位
数
 

⒁
 
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

(Ⅴ
)⒁

 
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1
0
00
分
の

3
3
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

カ
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
単
位

数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
そ
の
他

の
加
算
は
算
定
し
な
い
。
 

⑴
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ) 
イ
か
ら
ヲ

ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

12
に
相
当
す
る
単
位
数
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⑵
 
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

(Ⅱ) 
イ
か
ら
ヲ

ま
で
に
よ
り

算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

10
に
相
当
す
る
単
位
数
 

（
削
る
）
 

ヨ
 
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
 

注
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
介
護
職
員

等
の
賃
金
の
改
善
等
を
実
施
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
対
し
、
老
健
局
長

が
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
が
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
相
当
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
は
、
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の

1000
分
の

11
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
六
十
条
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
二
条
、
第
六
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、

第
五
十
一
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
第
二
項
、
第

三
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定 
令
和
六
年
六
月
一
日 

三 

第
三
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定 

令
和
六
年
八
月
一
日 

四 

第
三
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
八
条
、
第
五

十
二
条
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定 

令
和
七
年
八
月
一
日 

（
業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
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額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
６
、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
注
３
、
通
所
介
護
費
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
の
注
３
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
６
、

ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注
６
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
６
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
注
６
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
６
並
び
に
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
イ
の
注
４
、

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
並
び
に
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら

ヘ
ま
で
の
注
６
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

準
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」

と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
６
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
イ
及

び
ロ
の
注
３
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
５
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
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小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
４
、
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら

ニ
ま
で
の
注
７
並
び
に
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
の
注
３
、
介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
５
、
ロ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

５
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
５
並
び
に
ホ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
の
注
５
、
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注

４
並
び
に
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下

「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
並
び
に
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
４
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
介
護
予
防
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
支
援
費
の
イ
の
注
４
並
び
に
第
五
十
七
条
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の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
別
表
単
位
数
表
の
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
並

び
に
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
の
イ
の
注
３
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
通
所
介
護
費
、
短
期
入
所
生
活

介
護
費
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
、

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費
、
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
介
護
予

防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
又
は
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
し
て
い
る
事
業
所
又
は
施
設
が
感
染
症
の
予

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
及
び
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

２ 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

の
訪
問
看
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
４
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
３
並
び
に
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
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ン
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
並
び
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
３
並
び
に
介
護
予
防
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
３
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
又
は
介
護

予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
を
算
定
し
て
い
る
事
業
所
が
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
及
び

非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第

四
号
イ
の
⑴
の
㈠
（
同
告
示
第
六
号
、
第
二
十
四
号
、
第
三
十
四
号
、
第
四
十
四
号
、
第
八
十
八
号
、
第
九
十
四
号
、
第
百

号
の
七
、
第
百
二
号
、
第
百
十
四
号
、
第
百
二
十
一
号
及
び
第
百
三
十
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十

九
号
イ
の
⑴
の
㈠
（
同
告
示
第
四
十
一
号
、
第
百
十
七
号
及
び
第
百
十
九
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

四
十
八
号
イ
の
⑴
の
㈠
（
同
告
示
第
五
十
一
号
、
第
五
十
一
号
の
十
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
八
号
、
第
六
十
号
、
第
六
十

二
号
、
第
七
十
三
号
、
第
八
十
一
号
、
第
百
二
十
三
号
、
第
百
二
十
七
号
、
第
百
二
十
九
号
及
び
第
百
三
十
六
号
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
告
示
第
四
号
イ
の
⑴
の
㈡
（
同
告
示
第
六
号
、
第
二
十
四
号
、
第
三
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十
四
号
、
第
四
十
四
号
、
第
八
十
八
号
、
第
九
十
四
号
、
第
百
号
の
七
、
第
百
二
号
、
第
百
十
四
号
、
第
百
二
十
一
号
及
び

第
百
三
十
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
号
イ
の
⑴
の
㈡
（
同
告
示
第
四
十
一
号
、
第
百
十
七
号
及

び
第
百
十
九
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
八
号
イ
の
⑴
の
㈡
（
同
告
示
第
五
十
一
号
、
第
五
十
一

号
の
十
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
八
号
、
第
六
十
号
、
第
六
十
二
号
、
第
八
十
一
号
、
第
百
二
十
三
号
、
第
百
二
十
七
号
、

第
百
二
十
九
号
及
び
第
百
三
十
六
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
賃

金
改
善
後
の
賃
金
の
見
込
額
が
年
額
四
百
四
十
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
「
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見

込
額
が
月
額
八
万
円
以
上
又
は
賃
金
改
善
後
の
賃
金
の
見
込
額
が
年
額
四
百
四
十
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
」
と
す
る
。 

２ 

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
旧
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護
費
の

チ
、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
ヘ
、
通
所
介
護
費
の
ホ
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ヘ
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
リ
、

短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑾
、
ロ
の
⑿
、
ハ
の
⑽
若
し
く
は
ホ
の
⒃
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ヲ
、

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
旧
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護

給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
マ
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ケ
若
し
く
は
介
護
医
療

975



 

 

院
サ
ー
ビ
ス
の
フ
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
旧
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
ル
、
夜

間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
ホ
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
ホ
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ニ
、
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
費
の
タ
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ツ
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ヲ
、
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
コ
若
し
く
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
ヰ
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
旧
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い

う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
ホ
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ル
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

介
護
費
の
チ
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑽
、
ロ
の
⑾
、
ハ
の
⑼
若
し
く
は
ホ
の
⒁
若
し
く
は
介
護
予
防
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
リ
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
（
以
下
「
旧
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ニ
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
ヲ
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
費
の
レ
又
は
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
別
表
単
位
数
表
の
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
ヘ
若
し
く
は
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

976



 

 

費
の
ワ
の
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
い
う
。
）
を
算
定
し
て
お
り
、
か
つ
、
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算

（
旧
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
ヌ
、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
チ
、
通
所
介
護
費
の
ト
、
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
チ
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ル
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⒀
、
ロ
の
⒁
、
ハ
の
⑿

若
し
く
は
ホ
の
⒅
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
カ
、
旧
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
フ
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
コ
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
エ
、
旧
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
ワ
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の

ト
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
ト
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ヘ
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
ソ
、
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ナ
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
カ
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入

所
者
生
活
介
護
費
の
テ
若
し
く
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
オ
、
旧
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
ト
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ワ
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ヌ
、

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑿
、
ロ
の
⒀
、
ハ
の
⑾
若
し
く
は
ホ
の
⒃
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
費
の
ル
、
旧
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
費
の
へ
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
カ
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ツ
又
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は
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
別
表
単
位
数
表
の
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
チ
若
し
く
は
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
ヨ
の
介
護
職

員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
算
定
し
て
い
な
い
事
業
所
又
は
施
設
が
、

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ)
か
ら
(Ⅳ)
ま
で
の
い
ず
れ
か
を
算
定
す
る

場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
又
は
施
設
が
仮
に
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
を
算
定
し
た
場
合
に
算
定
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
額
の
三
分
の
二
以
上
を
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
基
本
給
又
は
決
ま
っ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
に
充
て
る
賃

金
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
の
改
善
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位

数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
、
ロ
⑴
か
ら
⑸

ま
で
の
注
４
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
注
４
並
び
に
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
の
注
４
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
４
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
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ロ
の
注
２
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
（
ロ
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
４
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
３
、
ロ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
３
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
３
並
び
に
ホ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
の
注
３
並
び
に

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
２
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費

の
イ
及
び
ロ
の
注
４
並
び
に
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
２
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位

数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
１
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

の
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
１
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
居
宅
介
護
支
援
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
医
療
介
護
連
携
加
算
の
基
準
に
係
る
経
過
措
置
） 
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第
六
条 

第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
八
十
四
号
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
号
ロ
中
「
前
々
年
度
の
三
月
か
ら
前
年
度
の
二
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
加
算
を
十
五
回
以
上
算
定
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
六
年
三
月
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
加
算
の
算
定
回
数
に
三
を
乗
じ
た
数
に
令
和
六
年
四
月
か
ら
令
和
七
年
二
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
加
算
の
算
定
回
数
を
加
え
た
数
が
十
五
以
上
で
あ
る
」
と
す
る
。 

（
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
等
の
施
設
基
準
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

第
十
四
号
イ
及
び
ロ
（
同
告
示
第
七
十
六
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
等
に
お
け
る
在
宅
復
帰
・
在
宅
療
養
支
援
機
能
加
算
の
基
準
に
係

る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
三
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十
九
号
の
四
（
同
告
示
第
百
十
七
号
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
十
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
及
び
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
に
係
る
経
過

措
置
） 

第
九
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基

準
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
協
力
医
療
機
関
連
携
加
算
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
十
条 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ト
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
チ
及
び
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
ル
並
び
に
第
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費
の
リ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「 

 
 

」
と
あ
る
の
は
、
「 

 
 

 

」
と
す
る
。 

 

（
室
料
相
当
額
控
除
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

令
和
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

1
0
0
単
位
 

5
0
単
位
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基
準
第
五
十
七
号
の
二
イ
中
「
算
定
日
が
属
す
る
計
画
期
間
（
法
第
百
四
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
期
間
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
の
計
画
期
間
（
算
定
日
が
計
画
期
間
の
開
始
後
四
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
前
の
計
画
期

間
の
前
の
計
画
期
間
）
の
最
終
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
六
年
度
」
と
す
る
。 

（
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
十
二
条 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費

単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
注
12
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
降
も

引
き
続
き
介
護
医
療
院
の
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
も
の
に
対
し
て
、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
場
合
は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
費
(Ⅰ)
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(Ⅱ)
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)
、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(Ⅲ)
の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(Ⅰ)
の
Ⅱ

型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(Ⅱ)
の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
、
Ⅱ
型
介
護
医

療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(Ⅲ)
の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
、
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
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院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
又
は
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅱ)
を
算
定
す
る
。 

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
三
条 
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
様
式
に
代
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
は
、
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
代
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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